
 

セカンドオピニオン（第二の意見）とは、患者さんがより良い治療方

法を自己決定できるようにするために、患者さんが自分の病状や治療に

関して、主治医とは別の医師の意見を聞き参考にすることを目的として

います。 

 

  

 下記のような目的での利用はできません。 

（1） 医療事故に関する問題 

（2） 医療訴訟に関する問題 

（3） 主治医に対する不満や苦情 

（4） 診療費についての問題 

 

 当院が診療している科となります。また、他の医療機関へのセカンド

オピニオンの提供を行っております。ご希望等がございましたら、地域

医療連携室までご相談下さい。 

 


